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WSSD（2002） 
持続可能な開発を進めていく上で、水（Water）、エネルギー

(Energy)、健康（Health, 廃棄物の削減や化学物質の使用停止）、

農業(Agriculture)、生物多様性(Biodiversity)を重点分野としていく

ことを提唱（WEHAB） 

実施計画：アジェンダ 21 等実施のための計画 
・貿易：ドーハ閣僚宣言の下での包括的交渉 
・資金：資金の大幅な増加。ODA を GDP の 0.7%とするなど 
・貧困撲滅 
・持続不可能な生産・消費形態の変更 
・期限付きの 30 の目標（含 CBD2010 年目標の承認） 
・よい統治                            等 

世界保全戦略(1980) 
持続可能な開発のための

生物資源の保全 
・重要な生態学的プロセス及

び生命を支えるシステム
の維持 

・遺伝的多様性の保存 
・種と生態系の持続的な利用

の確保 

リオ+20（2012） 

・グリーン経済 

・持続可能な開発に向けた 

制度的枠組 

CBD2010 年目標（2002） 
 

2010 年までに生物多様性損失の速度を顕著に

減少させる。 

ドーハ閣僚宣言（2001） 
マラケシュ協定（貿易の拡大、環境の保護・持続可能な開発）を確認 

【作業計画】 

（12）貿易と環境に関する交渉 

・WTO ルールと多国間環境協定（MEAs）による具体的な貿易義務 

・環境関連の物品及びサービスに対する関税及び非関税障壁の削減、または 

適切な場合の撤廃  

・環境措置が市場アクセスに及ぼす影響や、貿易制限措置の撤廃・削減が貿易、

環境及び開発に資する状況 

・途上国に対する技術支援及び能力構築の重要性      等 

CBD 戦略計画 2011-2020（愛知目標） 
・ビジョン：自然との共生 

・ミッション：生物多様性の損失を止めるために 

効果的かつ緊急な行動を実施 

・戦略目標 A：生物多様性の主流化 

・戦略目標 B：直接要因への対処と持続可能 

な利用 

・戦略目標 C：生物多様性の状況の改善 

・戦略目標 D：生物多様性・生態系サービス 

からの恩恵の強化 

・戦略目標 E：実施の強化 

マラケシュ協定（1995） 
WTO の設置 

国連ミレニアム開発目標報告 2010 
「2010 年の生物多様性保全目標が達成

できなかったことで、重大な帰結が生じ

るおそれ（仮訳）」 

取り返しのつかない形で生物多様性が

失われれば、貧困層の立場はさらに弱

くなり、その開発に向けた選択肢も限ら

れてしまうため、その他の MDGs 達成

に向けた取組にも支障を来たすことにな

る。（要訳） 

*目標７：「環境の持続可能性の確保」より 

ミレニアム開発目標（MDGs）（2000） 
開発分野における国際社会共通の目標 

 

目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅 

目標 2：普遍的初等教育の達成 

目標 3：ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 

目標 4：乳幼児死亡率の削減 

目標 5：妊産婦の健康の改善 

目標 6：HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止 

目標 7：環境の持続可能性の確保（含 CBD2010 年目標） 

目標 8：開発のためのグローバル・パートナーシップの推進

 開発 

貿易 

MDGs 目標年

（2015） 

CBD(1993) 
・生物多様性の保全 

・生物多様性の構成要素の持続可能な 

利用 

・遺伝資源の利用から生ずる利益の 

公正で衡平な配分 

生物多様性 

アジェンダ 21（1992） 
持続可能な開発を実現するための具体的な行動計画 

 

第 1 部「社会的／経済的側面」 

第 2 部「開発資源の保全と管理」 

第 15 章 生物の多様性 

第 3 部「NGO、地方政府など主たるグループの 

役割の強化」 

第 4 部「財源／技術などの実施手段」 

生物多様性に関する主な国際的取組の関連 

WCED(1987) 
「Our Common Future」 
持続的な発展には環境の保

全が必要不可欠 
第６章 種と生態系：開発のた
めの資源 
・種と遺伝子材料の人間の福利

への貢献：保護の根拠 
・種と自然生態系の人類の福祉

向上への重要な貢献。 
・脅威の規模と緊急性を理解す

る必要性。 

新世界保全戦略（1991） 
持続可能な社会の実現 
第４章 地球の生命力と多様性の
保全 

・遺伝的多様性から生物学的 
多様性へ 

・生物多様性保全の重要性 

  生物多様性に関係する主な国際的な動向を模式的にフロー図で示した 
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